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１【提出理由】

2022年６月28日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年６月28日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

 イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

 当社普通株式１株につき金90円　総額19,627,454,790円

 ロ　効力発生日

 2022年６月29日

  

第２号議案 定款一部変更の件

 ①　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定

する改正規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導

入に備えるための所要の変更を行う。

 ②　業務執行取締役等でない取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう

にするため、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役とも責任限

定契約を締結できるよう所要の変更を行う。

  

第３号議案 取締役10名選任の件

 取締役として中山泰男、尾関一郎、吉田保幸、布施達朗、泉田達也、栗原達司、廣瀬篁治、

河野博文、渡邊元、原美里の10名を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項
賛成

（個）

反対

（個）

棄権

（個）
可決要件

決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 1,899,076 401 5,640 （注）　１ 可決（99.47％）

第２号議案 1,890,657 8,821 5,640 （注）　２ 可決（99.03％）

第３号議案    （注）　３  
中山 泰男 1,845,354 54,102 5,640  可決（96.66％）

尾関 一郎 1,831,922 67,533 5,640  可決（95.96％）

吉田 保幸 1,871,237 28,221 5,640  可決（98.02％）

布施 達朗 1,876,671 22,787 5,640  可決（98.30％）

泉田 達也 1,876,944 22,514 5,640  可決（98.31％）

栗原 達司 1,876,742 22,716 5,640  可決（98.30％）

廣瀬 篁治 1,877,632 21,831 5,640  可決（98.35％）

河野 博文 1,877,605 21,858 5,640  可決（98.35％）

渡邊　 元 1,878,241 21,222 5,640  可決（98.38％）

原　 美里 1,883,471 10,244 11,338  可決（98.66％）
 

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該

株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該

株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、当該総会前日までに行使された各議決権の数

に、当日出席株主のうち各議案の賛否が確認できた株主の議決権の数を加算したものです。「賛成の

割合」については、当日出席株主のうち賛否が確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して

計算しております。

 
 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計

したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立いたしました。このため、当日出席株主

の賛成、反対および棄権に係る議決権の数につきましては、賛否等の確認ができていない議決権の数は加算してお

りません。
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